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X 30302：2025 (ISO 30302：2022) 

（2） 

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。

まえがき 

この規格は，産業標準化法第 14 条第 1 項の規定に基づき，認定産業標準作成機関である一般財団法人

日本規格協会（JSA）から，産業標準の案を添えて日本産業規格を制定すべきとの申出があり，経済産業

大臣が制定した日本産業規格である。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実用新案権に関わる確認に

ついて，責任はもたない。 

 

 



 

 

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。

日本産業規格          JIS 
 X 30302：2025 
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情報及びドキュメンテーション－ 

記録のマネジメントシステム－実施の指針 

Information and documentation- 

Management systems for records-Guidelines for implementation 

 
序文 

この規格は，2022 年に第 2 版として発行された ISO 30302 を基に，技術的内容及び構成を変更すること

なく作成した日本産業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある参考事項は，対応国際規格にはない事項である。 

この規格は，使用者が JIS X 30301 の記録のマネジメントシステムの要求事項を適用することを支援す

るために開発された。JIS X 30301 は，法的義務を追求し，又は業務を遂行する過程で，組織が証拠及びア

セットとして作成，受領及び維持する情報を作成及び管理する能力を明示する必要がある場合における，

記録のマネジメントシステム（MSR）の要求事項を規定している。 

この規格の目的は，JIS X 30301 に従って組織内に MSR を実施する方法の実践的な手引を提供すること

である。この規格は，MSR を構築し，維持するために必要な事項を包含する。この規格は，JIS X 30301 で

規定された要求事項を修正又は削減するものではない。ある活動，又はある活動を文書化することは，JIS 

X 30301 が要求する場合にだけ，必須とみなされる。 

MSR の実施は，一般にプロジェクトとして実行される。MSR は，既存の記録システム又はプログラム

をもつ組織において，それらのシステム又はプログラムのマネジメントをレビューし改善するために実施

することも可能であるし，初めて記録の作成及び管理の体系的で検証可能なアプローチを実施することを

計画している組織において実施することも可能である。この規格に記載する手引は，いずれの状況でも使

用することが可能である。一部の例では，法的又は技術的な不確実性に対処するために，MSR の使用が望

ましい選択肢となる場合がある。 

MSR を実施することを決定する組織は，既存の記録及び記録システムについて事前評価を行い，対処す

べきリスク及び主要な改善の機会を特定していることが前提である。例えば，MSR を実施するという決定

は，高リスクと特定された主要な情報技術プラットフォームの変更，又は業務プロセスの外部委託を行う

ためのリスク削減策とみなすことが可能である。また，MSR は，記録プロセスを特定の業務プロセスと統

合したり，オンライン取引又はソーシャルメディアの業務使用に関する記録の統制及び管理を改善したり

するなど，大幅な改善のための標準化されたマネジメントの枠組みを提供することが可能である。 

この規格の使用は，必然的に柔軟である。それは，組織の規模，性質及び複雑さ，並びに既に MSR が存

在する場合はその成熟度に依存する。それぞれの組織の状況及び複雑さは固有であり，その特定の状況の

要求事項によって MSR の実施が推進される。より小規模な組織は，この規格で規定された活動を簡略化

することが可能であると見られる。大規模又は複雑な組織では，この規格の活動を効果的に実施及び管理


